
第 86 号議案

令和元年度仙台市一般会計補正予算（第 2号）

令和元年度仙台市の一般会計補正予算（第 2号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ53,400千円を追加し，歳入歳出予算の総額を�

歳入歳出それぞれ556,410,842千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。
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第 87 号議案

令和元年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算（第 1号）

元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い，「平成31年度仙台市高速鉄道事業会

計予算」の名称を「令和元年度仙台市高速鉄道事業会計予算」（以下「予算」という。）とし，元

号による年表示についても「令和」に読み替えるものとする。

（総　則）

第 1条　令和元年度仙台市高速鉄道事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第 2条　予算第 5条に定めた債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額を，次のと

おり補正する。

事　　　　　　　項 期　　　間
限　　　　　度　　　　　額

既決予定額 補正予定額 計

⑷� 南 北 線 車 両 更 新 令和 2年度から
令和12年度まで

千円
0

千円
24,200,000

千円
24,200,000
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